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１ 障害福祉施策の概要・経緯
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本県の障害者手帳所持者数

単位：人

身体障害者
手帳

療育手帳 精神障害者保
健福祉手帳

延べ交付数
（※１）

平成30年度 ５１，５９８ １２，１０６ １０，９７５ ７４，６７９

令和元年度 ５１，２７８ １２，２８３ １１，９４７ ７５，５０８

令和２年度 ５０，３０４ １２，３３１ １２，４５２ ７５，０８７

令和３年度 ４９，５２５ １２，３９５ １３，３３２ ７５，２５２

令和４年度 ４８，８０５ １２，５１５ １２，９１３ ７４，２３３

令和５年度 （※２）４７，８９９ １２，６４６ １３，８７０ ７４，４１５

※１ 複数の手帳の交付を受けている方もあることから、延べ人数であること。

※２ ①肢体不自由：２３，６７２  ②内部障がい：１６，３１９
③聴覚・平衡機能障がい：４，０１３ ④視覚・視野障がい：３，３９５
 ⑤音声・言語・そしゃく障がい：５００



(２９年４月の利用者数)
このうち 身体障害者の伸び率…… １. ５％ 身体障害者…… ２１．４万人

知的障害者の伸び率…… ３. ７％ 知的障害者…… ３８．３万人
精神障害者の伸び率…… ８. ７％ 精神障害者…… １９．７万人
障害児の伸び率 …… １７．９％ 難病等対象者… ０．２万人（2,201 人）

障害児 …… ２５．６万人（※）
（※障害福祉サービスを利用する障害児を含む）

注：本統計処理は平成19年11月から開始しており、障害児の集計は平成22年4月から開始。

利用者数の推移（障害福祉サービスと障害児サービス）
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障害者施策の変遷
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措置制度から契約制度へ

行政

利用者

利用者

利用者

かつての障害者施策：施設入所が中心

「ノーマライゼーション」理念の浸透
障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする福祉の基本的考え

障害者も社会参加ができる環境づくりへ

施設ではなく、地域で生活を続けられるよう支援

利用者

サービス
提供者

サービス
提供者

サービス
提供者

■措置制度：どのサービスを提供するかは、
 行政が決める。

■契約制度：どのサービスを利用するかを
 利用者が選べる。



法律の変遷
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障害者自立支援法
（H18.4施行）

身体障害者福祉法

知的障害者福祉法

精神保健福祉法

障害者総合支援法
（H25.4施行）

各法における福祉施設・
サービス規定を一元化

自立支援法において問題となった
部分を改善
・サービス利用決定の基準
・対象となる「障害」の範囲 など

地域生活
を支援

３障害
共通の
制度

地域社会に
おける共生
の実現
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•障害者の自己決定を尊重
（サービス利用意向）
•事業者と利用者が対等
•契約によるサービス利用

措置制度（～H15）

•行政がサービス内容を決定
•行政が事業者を特定
•事業者は行政からの受託者
としてサービス提供

支援費制度（H15～H18）

報酬
支払 支給

申請

支給
決定

行政

障害者事業者

事業者を選択

契約による
サービス提供

事業者
を特定

サービス
内容を
決定

障害者事業者

行政からの受託者と
してサービス提供

行政

措置制度から支援費制度へ（H15）
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⚫ 身体、知的、精神という障害種別ごとに縦割りでサービスが提供され
ており、使いづらい仕組みとなっていた。また、精神障害者は支援費
制度の対象外であった。

⚫ 地方自治体によっては、サービスの提供体制が不十分であり、必要
とする人々すべてにサービスが行き届いていなかった。

⚫ 働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援が
十分でなかった。

⚫ 支給決定のプロセスが不透明であり、全国共通の判断基準に基づい
たサービス利用手続きが規定されていなかった（サービスの必要度
を測る「ものさし」がなかったために、地域によって、個々人によって
サービスの内容・量が大きく乖離）。

障害者自立支援法の施行（H18）

支援費制度における課題



２ 障害者自立支援法のポイント
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●ポイント①：障害者施策を３障害一元化

＜制定前＞

• ３障害ばらばらの制度体系（精神障害は支援費制度の対
象外）

•実施主体が都道府県、市町村に二分化

○３障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に。

○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバックア
ップ。

15

「障害者自立支援法」のポイント



●ポイント②：支給決定の透明化、明確化

＜制定前＞

•全国共通の利用ルール（支援の必要度を判定する客観
的基準）がない

•支給決定のプロセスが不透明

○支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を
導入。

○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化。

16

「障害者自立支援法」のポイント
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●ポイント③：利用者本位のサービス体系に再編

＜制定前＞
•障害種別ごとに複雑な施設・
事業体系
•入所期間の長期化などによ
り、本来の施設目的と利用
者の実態とが乖離

○３３種類に分かれた施設体系を再編
し、日中活動支援と夜間の居住支援
を分離。
あわせて、「地域生活支援」「就労支
援」のための事業や重度の障害者を
対象としたサービスを創設。

○規制緩和を進め既存の社会資源を
活用。

●ポイント④就労支援の抜本的強化

＜制定前＞
•養護学校卒業者の５５％は
福祉施設に入所
•就労を理由とする施設退所
者はわずか１％

○新たな就労支援事業を創設。
○雇用施策との連携を強化。

「障害者自立支援法」のポイント
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●ポイント⑤：安定的な財源の確保

＜制定前＞
•新規利用者は急増する見込
み
•不確実な国の費用負担の仕
組み

○国の費用負担の責任を強化（費用の
１／２を負担）。

○利用者分応分の費用を負担し、皆で
支える仕組みに。

「障害者自立支援法」のポイント
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※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）
目的の改正

○ 「自立」の代わりに、新たに、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を
明記

○障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記
し、それらの支援を総合的に行うこととする

基本理念の創設

①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するか
けがえのない個人として尊重されるものであるとの理念

②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現

③可能な限りその身近な場所において必要な（中略）支援を受けられること

④社会参加の機会の確保

⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会におい
て他の人々と共生することを妨げられないこと

⑥社会的障壁の除去

障害者自立支援法から障害者総合支援法※へ



３ 障害者総合支援法のポイント
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●ポイント①：障害者の範囲の見直し（障害児の範囲も同様）

＜施行前＞

• 障害者自立支援法における支援の対象者：
–身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

–知的障害者福祉法にいう知的障害者

–精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者（発達障
害者を含み、知的障害者を除く）

• 身体障害者の定義：永続し、かつ一定以上の障害があるものを対象
身体障害者の範囲：身体障害者福祉法別表に限定列挙

⇒症状が変動しやすいなどにより難病患者等が障害福祉サービスの支援
の対象外となる場合がある

制度の谷間を埋めるべく、障害者の定義に新たに難病等（治療方法が確立し
ていない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生

労働大臣が定める程度である者）を追加し、障害福祉サービス等の対象とする。
21

「障害者総合支援法」のポイント
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●ポイント②：障害支援区分の創設

＜施行前＞

名称：障害程度区分

定義：障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするた
め当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの

⇒「障害の程度（重さ）」ではなく、標準的な支援の度合を示す区分であ
ることが分かりにくいことから、名称・定義を変更

名称：障害支援区分

定義：障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応
じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す
もの

「障害者総合支援法」のポイント
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●ポイント③：障害者に対する支援

①重度訪問介護の対象拡大（重度の肢体不自由者等であって常時介護
を要する障害者としての厚生労働省令で定めるものとする）

②共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一
元化

③地域移行支援の対象拡大（地域における生活に移行するため重点的
な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える）

④地域生活支援事業の追加（障害者に対する理解を深めるための研修
や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等）

「障害者総合支援法」のポイント
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●ポイント④：サービス基盤の計画的整備

①障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び
地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉計画の策
定

②基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化

③市町村は障害福祉計画を策定するに当たって、障害者等のニーズ把
握等を行うことを努力義務化

④自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう
弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

「障害者総合支援法」のポイント



障害者・児

都道府県

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・居宅介護 ・重度訪問介護

・同行援護 ・行動援護
・療養介護 ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・基本相談支援

・地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）
・計画相談支援

自立支援医療

・更生医療

・育成医療
・精神通院医療

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援センター
・福祉ホーム 等

補装具

自立支援給付

第２８条第１項

第５条第18項

第６条

第５条第24項

第５条第25項

第７７条第１項

第７８条

★自立支援医療のうち、精
神通院医療の実施主体は
都道府県及び指定都市

★原則として国が１／２負担

★国が１／２以内で補助

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助 第２８条第２項

訓練等給付

相談支援

障害者総合支援法の給付・事業

25



26



27



４ その他の障害者福祉施策の動向
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令和４年12月成立（令和６年４月施行）改正障害者
総合支援法
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障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者
等の希望する生活を実現するため、
・障害者等の地域生活の支援体制の充実

・障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用
の質の向上の推進 等

趣 旨
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① グループホーム利用者が希望する地域生活の継続・実現の推進

１ 障害者等の地域生活の支援体制の充実
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１ 障害者等の地域生活の支援体制の充実

②③ 地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備
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１ 障害者等の地域生活の支援体制の充実
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１ 障害者等の地域生活の支援体制の充実
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１ 障害者等の地域生活の支援体制の充実



36

２ 多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進

① 就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等
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２ 多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進

② 一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用



５ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定
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６ 県の具体的推進方策
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障害者施策に係る計画
障害者基本計画 障害福祉計画/障害児福祉計画

所管 内閣府 厚生労働省
こども家庭庁

法律 障害者基本法第11条第１項～第３項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律（障害者総合支援法）
第88条及び第89条
児童福祉法第33条の20及び22

策定
義務

国、都道府県、市町村 都道府県、市町村

内容 障害者の自立及び社会参加の支援等のため
の施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めに策定されるもので、政府が講ずる障害者
のための施策の最も基本的な計画として位
置づけられる。

障害者及び障害児の地域生活を支援するためのサー
ビス基盤整備等に係る数値目標を設定するとともに、
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供す
るための体制の確保が計画的に図られるようにするこ
とを目的としている。

本県 岩手県障がい者プラン
（岩手県障がい者計画）

計画期間：令和６年度～令和１１年度

岩手県障がい者プラン
（岩手県障がい福祉計画）
第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画

計画期間：令和６年度～令和８年度

（参考）岩手県ホームページ 『岩手県障がい者プラン』
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/shougai/1003920/1073323.html
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１ 岩手県障がい者計画（R6～R11）
基本目標
（目指す姿）

障がい者一人ひとりが、地域の人たちと共に支え合う仲間として、いきいきと暮
らし、幸福を実感できる社会



施策の
基本的
方向

施策の具体的推進
方向

項 目
主な具体的取組

（抜粋）

Ⅲ健康な
心と体を
育み、ラ
イフス
テージに
応じた切
れ目のな
い支援を
提供する

１障がいの早期発見と
疾病・介護の予防

①母子保健の充実
②こころと体の健康づくりの推進

〇こころと体の健康づくりの推進
継続した被災地におけるこころのケアの推進

２療育支援体制の充実 ①療育支援ネットワークの構築
②岩手県立療育センター機能の充実
③地域における療育の場の拡充

〇療育支援体制（医療的ケア児への支援等）の充実
保健、福祉、医療、教育等の関係機関が連携した地域療育ネットワー
クの構築

３教育の充実 ①特別支援教育の充実
②教育環境の充実

〇特別支援教育の充実
「交流籍」を活用した交流及び共同学習の充実
手話の習得機会の提供
保護者からの手話による教育に関する相談体制整備

４障がい者の高齢化へ
の対応

①施設や地域における支援の充実 高齢障がい者が希望する地域、生活環境で安心して暮らすことができ
るサービスの充実、高齢者や障がい（児）者が共に利用できる「共生型
サービス」の活用の促進

Ⅳ自己選
択・自己
決定に基
づく、自立
と社会参
加を促進
する

１多様な就労の場の確
保

①一般企業への就労機会の拡大と定着に向けた支援
②障がい者が働きやすい職場づくりの推進
③障がい者就労支援事業所から一般就労への移行の
推進
④福祉的就労の場の拡充
⑤障がい者工賃の水準向上

〇一般企業への就労機会の拡大と定着に向けた支援、福祉的就労の
場の拡充
・障害者就業・生活支援センターにおける就業面及び社会面からの一体
的な相談支援
・新たな職域拡大を図るための「農福・水福連携」の取組の推進

２社会参加活動の推進 ①活動・交流の場や機会の確保
②福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器
の普及促進

〇活動・交流の場や機会の確保
・障がい者の文化芸術活動やスポーツの振興
・投票環境の向上、特別支援学校における啓発授業等による主権者教
育の充実

３障がい者に対する県
民理解の推進

①啓発と交流による心のバリアフリーの推進 ・人々の意識や社会環境の中にある様々な障壁を取り除くなど、心のバ
リアフリーの推進
・県民が多様な障がいについて理解を深める機会の確保

４情報提供の充実 ①福祉・情報機器の利用促進
②障がいの特性に配慮した情報提供の充実

〇障がい特性に配慮した情報提供の充実
・視聴覚障がい者への意思疎通支援の充実
・手話による情報の発信、手話通訳者の育成
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施策の
基本的
方向

施策の具体的推進
方向

項 目
主な具体的取組

（抜粋）

Ⅴ障がい
者が必要
な支援を
受けなが
ら、安心し
て暮らし
続けるこ
とができ
る地域を
つくる

１障がい福祉サービス
の充実

①日中活動の場の整備
②住まいの場の整備
③訪問系サービスの充実
④在宅保健福祉サービスの充実
⑤施設入所サービスの充実

〇多様な生活の場の確保
生活介護、就労継続支援等の多様な場の整備、充実

２障がい者を支える人材
の育成

①保健・医療・福祉人材の育成 ・県立大学や福祉関係団体等と連携した研修の実施、福祉人材
センターとハローワーク等との連携を強化したきめ細かなマッチ
ング支援
・手話通訳を行う者の技能向上の取組

３地域移行の推進 ①入所施設や精神科病院からの地域移行・地域生活支援の推
進

障がい保健福祉圏域又は市町村における地域生活支援拠点
等の整備の促進

４多様な主体による生活
支援の促進

①ボランティア・NPO活動の推進
②住民参加による生活支援の仕組みづくり
③障がい者を支えるセーフティネットの構築

〇ボランティア・NPO活動の推進、住民参加による生活支援
障がい者等の多様な福祉ニーズにきめ細かく対応できるボラ
ンティア養成等の推進
〇障がい者を支えるセーフティネットの構築
ピアサポートの取組支援

５ユニバーサルデザイン
化の推進

①暮らしやすい住まいづくりの推進
②活動しやすいまちづくりの促進
③移動しやすい環境の整備
④読書バリアフリー環境の整備

〇バリアフリー環境の整備
・「ひとにやさしい駐車場利用証制度」の普及等、移動しやすい
環境の整備
・アクセシブルな図書等の拡充、点訳や録音図書の作成ボラン
ティアの養成等

６防災・防犯対策の充実 ①災害時の支援体制の充実
②関係機関との連携強化
③情報伝達体制の強化
④消費者被害の救済と防犯対策の強化

〇災害時の支援体制の充実
市町村と連携した避難行動要支援者支援の取組を推進

東日本大震災津波を踏
まえた対応
（関連項目の再掲）

①被災地におけるこころのケア 〇被災地におけるこころのケア
継続した被災地におけるこころのケアの推進（再掲）

１ 岩手県障がい者計画（R6～R11）



区分 目指す姿（目標） 主な具体的取組等

基本的理念

①障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
②地域間格差の解消等
③入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労
支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
④地域共生社会の実現に向けた取組
⑤障がい児の健やかな育成のための発達支援
⑥障がい福祉人材の確保・定着
⑦障がい者の社会参加を支える取組定着

・障がい者等が必要とする障がい福祉サービスその他の支援を受けながら
自立と社会参加の実現を図っていくことを基本とし、障がい福祉サービス等
及び障がい児通所支援等の提供体制の整備
・障がい児及びその家族が、障がいの疑いがある段階から身近な地域で必
要な支援が受けられるよう、保健、医療、福祉、教育等の関連分野の連携
を図る

障がい福祉サービス等
提供体制の確保に関す
る基本的な考え方

（障がい福祉サービス）
① 県内で必要とされる訪問系サービスの保障
② 希望する障がい者等への日中活動系サービスの保障
③ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機
能の充実
④ 福祉施設から一般就労への移行等の推進
⑤ 強度行動障がい者や高次脳機能障がい者等に対する支援の充
実
⑥ 依存症対策の推進
⑦ 障害者支援施設及び障害児入所施設における支援体制の維持

・地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自
立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援等の利用推進により、入所
等から地域生活への移行を促進
・地域生活支援の機能をさらに強化するため、地域生活支援拠点等の整備
を進め、必要な機能の充実を図る
・アルコール及びギャンブル等をはじめとする依存症対策について、県のア
ルコール健康障害・ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、地域にお
いて様々な関係機関と連携して依存症である者等及びその家族に対する
支援を実施

（障がい児支援）
①地域支援体制の構築
②保育、保健医療、教育等の関係機関と連携した支援
③地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進
④特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備
⑤障がい児相談支援の提供体制の確保

・児童発達支援センターについて、地域における中核的な支援施設として位
置づけ、障がい児通所支援等と連携した重層的な支援体制の充実を図る
・重症心身障がい児及び医療的ケア児が身近な地域で支援を受けられるよ
うに、地域における重症心身障がい児や医療的ケア児の人数やニーズ、地
域資源の状況等の支援体制の現状を把握するとともに、地域における課題
の整理や支援体制の充実を図る

（相談支援）
①相談支援体制の充実・強化
②自立支援協議会を中核とする関係機関の連携の推進及び活性
化
③地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
④多様な障がいに対する支援

・相談支援を行う人材の育成支援を行うとともに、市町村に対し、地域にお
ける相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置及び機
能の充実・強化に向けた支援の実施
・障がい者等への支援体制の整備を図るため、関係機関、関係団体、障が
い者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他
の関係者により構成される自立支援協議会において、関係機関等の有機
的な連携の下で地域の課題の改善への取組を実施
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区分 目指す姿（目標） 主な具体的取組等

障がい福祉サービス等提
供体制の確保に関する基

本的な考え方

（被災地の障がい福祉サービス）
こころのケアの継続実施

・岩手県こころのケアセンターにおいて、保健所や市町村との連携・協働
のもと、精神科医等の専門職による専門的なこころのケアを引き続き実
施するとともに、市町村保健師等の支援者への支援、地域でこころのケ
アを担う人材の育成やこころの健康に係る普及・啓発など、地域におけ
る包括的な支援体制の構築に向けた取組を推進

主な成果目標

地域生活支援の充実

・令和８年度末までの間、各市町村又は各圏域において緊急時の対応
や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等を設置する
とともに、効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、年１
回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証及び検討を実施

・強度行動障がいを有する障がい者に関してその状況や支援ニーズを把
握し、関係機関が連携した支援体制を整備

相談支援体制の充実・強化等
・地域自立支援協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス
基盤の開発・改善等を行う取組を実施

主なサービスの見込量

障がい福祉分野
・地域生活を支援する訪問系・日中活動系サービスの利用増や、就労ア
セスメントの活用により本人の希望や適性等に合った選択ができるよう
に支援する就労選択支援（令和７年10月制度開始）の利用を見込む。

障がい児福祉分野
・生活能力の向上等を支援する放課後等デイサービスの利用増を見込
む。

その他自立支援給付及び
地域生活支援事業並びに
障がい児通所支援等の円
滑な実施を図るために必要

な事項等

障がい者等による情報の取得利用・意思疎通の推進

・障がい特性に配慮した意思疎通支援者の養成や派遣体制の整備
・障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進
に関する法律（令和４年法律第50号）を踏まえ、障がい当事者によるICT
活用等の促進に向けた取組を推進

２ 岩手県障がい福祉計画（R6～R8）
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